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Information

iving

く�

ら�

し�百
科

百

科�

笑は問い合わせ先です�

Ｑ.

確
定
申
告
を
す
る
の
で
す
が
、
納

め
た
介
護
保
険
料
は
所
得
控
除
の
対

象
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ.

介
護
保
険
被
保
険
者
本
人
ま
た

は
、
そ
の
本
人
と
同
一
生
計
の
配
偶

者
お
よ
び
そ
の
他
の
親
族
が
負
担
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
介
護
保
険
料

は
、
所
得
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
る
方
は
、
ご
本
人
の
み
の
所
得

控
除
に
な
り
ま
す
。）

　

所
得
控
除
の
対
象
に
な
る
介
護
保

険
料
は
、
１
年
（
１
月
〜　

月
）
の

１２

間
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
分
に
な
り

ま
す
の
で
、
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方

は
申
告
の
際
、
次
の
納
付
の
証
明
書

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

て
い
る
方
（
特
別
徴
収
の
方
）

年
金
保
険
者
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
源

泉
徴
収
票
（
ハ
ガ
キ
）　

●
納
付
書
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
し

て
い
る
方
（
普
通
徴
収
の
方
）

介
護
保
険
料
納
付
書
（
領
収
証
書
）

※
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
る

方
は
、
そ
の
口
座
の
通
帳

◯問
 

税
務
課
介
護
保
険
料
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

介� 護�

保
険
料�

質
問
箱�

国保税
�

Q&A

Ｑ.

就
職
（
ま
た
は
退

職
）を
し
た
の
で
す
が
、

健
康
保
険
は
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。

Ａ.

例
年
３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て

は
、
就
職
や
退
職
に
よ
る
国
民
健
康

保
険
か
ら
社
会
保
険
へ
の
加
入
、
ま

た
は
社
会
保
険
か
ら
国
民
健
康
保
険

へ
の
加
入
と
い
っ
た
異
動
が
多
い
時

期
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

異
動
が
生
じ
た
と
き
に
は
、　

日
14

以
内
に
市
民
課
の
窓
口
で
国
民
健
康

保
険
の
異
動
の
手
続
き
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
届
け
出
は
自

動
的
に
は
行
わ
れ
ず
、
本
人
が
行
う

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
届
け

出
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
次
の

よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

☆
届
け
出
が
遅
れ
る
と
・
・

○
国
民
健
康
保
険
税
が
さ
か
の
ぼ
っ

て
課
税
さ
れ
る
。

（
税
法
に
よ
り
、
最
高
過
去
３
年
間

さ
か
の
ぼ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。）

○
社
会
保
険
を
抜
け
、
保
険
証
が
な

い
ま
ま
病
院
に
か
か
っ
た
場
合
、
窓

口
で
支
払
う
医
療
費
を
全
額
自
己
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
既
に
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
る

が
、
国
民
健
康
保
険
か
ら
抜
け
る
手

続
き
を
せ
ず
、
国
民
健
康
保
険
証
で

病
院
に
か
か
っ
た
場
合
、
後
日
医
療

費
の
返
還
を
求
め
ら
れ
る
。

（
市
で
支
払
っ
た
医
療
費
を
返
し
て

い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。）

２
月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
８
期
の

納
期
で
す
。
納
期
限
内
納
付
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
納
付
に
は
納
め
忘
れ

の
な
い
口
座
振
替
を
お
勧
め
い
た
し

ま
す
。

◯問
 

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

◯問
 

保
険
課
国
民
健
康
保
険
係

　

�
２
２－

１
３
６
１

廃
車
手
続
き
は

３
月
中
に
！

　

軽
自
動
車
、
原
付
バ
イ
ク
や
農
機

具
な
ど
は
、
４
月
１
日
現
在
の
名
義

の
方
に
１
年
分
の
軽
自
動
車
税
が
賦

課
さ
れ
ま
す
。（
普
通
自
動
車
の
よ

う
に
、
月
割
り
で
課
税
さ
れ
た
り
還

付
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
）

　

「
廃
車
」
や
「
名
義
変
更
」
の
手
続

き
が
必
要
な
場
合
は
、
３
月
中
に
手

続
き
を
済
ま
せ
れ
ば
、
軽
自
動
車
な

ど
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、

軽
自
動
車
税
は
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

◯問
 

原
付
バ
イ
ク
・
農
機
具
な
ど

　

市
役
所
税
務
課
総
務
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

◯問
 

軽
自
動
車
・
軽
二
輪
車
な
ど

　

宮
城
県
軽
自
動
車
協
会　

　

�
０
２
２－

２
３
２－

５
７
２
４

◯問
 

二
輪
小
型
自
動
車

　

東
北
運
輸
局
宮
城
陸
運
支
局

　

�
０
２
２－

２
３
５－

２
５
１
１

金
融
庁
か
ら
‥
‥
預
金
保
護
の

範
囲
が
変
わ
り
ま
す

●
万
一
金
融
機
関
が
破
た
ん
し
た
場

合
で
も
、
預
金
者
一
人
当
た
り
、
定

期
預
金
な
ど
の
元
本
１
千
万
円
ま
で

と
そ
の
利
息
は
、
今
年
４
月
以
降
も

保
護
さ
れ
ま
す
。

●
合
算
し
て
元
本
１
千
万
円
ま
で
と

そ
の
利
息
は
、
あ
く
ま
で
最
低
保
障

で
す
の
で
、
受
け
取
れ
る
の
は
１
千

万
円
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
ま
た
、
当
座
預
金
、
普
通
預
金
な

ど
は
、
平
成　

年
３
月
ま
で
全
額
保

15

護
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、
金
融
機
関
の
窓
口
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

今
月
は
児
童
手
当
の

支
給
月
で
す

　

今
月
は
、
平
成　

年　

月
分
か
ら

13

10

平
成　

年
１
月
分
ま
で
の
４
カ
月
分

14

の
児
童
手
当
が
振
り
込
み
に
な
り
ま

す
。

　

今
月
の
５
日
以
降
、
該
当
す
る
金

融
機
関
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

＊
振
り
込
ま
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

市
民
課
総
務
係
（
�
２
２－

１
３
１

２
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

11

平
成　

年
４
月
か
ら

14
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りりりりりりりりりりりりりりりりり
ままままままままままままままままま
すすすすすすすすすすすすすすすすす

　

地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に
伴
い
、

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
は
、
こ
れ

14

ま
で
市
町
村
で
行
っ
て
い
た
事
務
の

一
部
を
国
（
社
会
保
険
庁
）
が
直
接

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
年
金
法
が
一
部
改
正
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
主
な
部
分
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

■
保
険
料
関
係

　

保
険
料
納
付
書
は
４
月
中
に
社
会

保
険
庁
か
ら
一
括
し
て
被
保
険
者
の

皆
様
に
直
接
郵
送
さ
れ
、
全
国
ど
の

金
融
機
関
か
ら
で
も
納
付
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。（
国
に
直
接
納
付
）

　

ま
た
、
現
在
口
座
振
替
を
利
用
し

て
い
る
皆
様
に
つ
い
て
は
、
現
状
の

ま
ま
国
に
引
き
継
が
れ
ま
す
の
で
、

新
た
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
市
町
村
で
は
保
険
料
の
取

り
扱
い
お
よ
び
納
付
書
・
過
年
度
な

ど
の
納
付
書
の
再
発
行
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所

（
�
０
２
２
４－

５
１－

３
１
１
１
）

ま
た
は
市
町
村
国
民
年
金
係
に
申
し

出
て
い
た
だ
き
、
後
日
ご
本
人
あ
て

直
接
郵
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
未
支
給
年
金
な
ど

　

年
金
受
給
者
の
方
が
亡
く
な
っ
た

場
合
に
は
、
亡
く
な
っ
た
月
分
ま
で

の
未
支
給
分
に
つ
い
て
、
親
族
の
方

に
市
町
村
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
４
月
か
ら
は

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
の
未
支
給
な

ど
の
手
続
き
を
社
会
保
険
事
務
局
大

河
原
事
務
所
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

遠
く
て
大
変
な
場
合
に
は
、
毎
月

行
わ
れ
て
い
る
社
会
保
険
相
談
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

■
受
給
申
請

　

国
民
年
金
の
受
給
申
請
（
裁
定
請

求
書
）
は
、
国
民
年
金
加
入
期
間
の

み
の
方
が
窓
口
で
請
求
を
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
新
た
に
国
民
年

金
の
第
３
号
被
保
険
者
（
厚
生
年
金

な
ど
の
被
扶
養
配
偶
者
）
期
間
の
あ

る
方
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
事
務

局
大
河
原
事
務
所
で
請
求
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
加
入
期
間
の
ほ
か
に
厚

生
年
金
な
ど
の
加
入
期
間
の
あ
る
方

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
社
会
保
険

事
務
局
大
河
原
事
務
所
で
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

■
申
請
免
除

　

保
険
料
免
除
の
申
請
は
、
こ
れ
ま

で
と
同
様
に
窓
口
で
手
続
き
で
き
ま

す
が
、
認
定
基
準
が
改
正
さ
れ
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得

を
基
準
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
一
定
額
以
上
の
所
得
が

あ
り
免
除
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、

半
額
免
除
制
度
が
新
た
に
設
け
ら
れ
、

一
定
額
以
下
の
方
に
つ
い
て
は
、
全

額
免
除
か
半
額
免
除
の
選
択
が
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（
受
給
額

に
反
映
）

　

な
お
、
半
額
免
除
が
承
認
さ
れ
た

場
合
に
は
半
額
の
納
付
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
が
、
納
付
し
な
い
場
合
は
未

納
と
な
り
年
金
額
・
受
給
資
格
期
間

に
も
算
入
さ
れ
ず
、
障
害
年
金
な
ど

の
請
求
が
で
き
な
く
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

※
無
申
告
の
方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

半
額
免
除
（
保
険
料
の
１
／
２
は

納
付
）
期
間
に
つ
い
て
は
、
受
給
年

金
額
の
２
／
３
相
当
と
し
て
計
算
さ

れ
ま
す
。

■
学
生
特
例

　

学
生
の
納
付
特
例
は
平
成　

年
度

12

か
ら
適
用
さ
れ
、
学
生
本
人
の
所
得

に
よ
っ
て
承
認
の
可
否
が
決
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

今
回
、
学
生
・
生
徒
の
適
用
範
囲

が
改
め
ら
れ
、
夜
間
部
、
定
時
制
課

程
お
よ
び
通
信
制
課
程
に
在
学
す
る

学
生
な
ど
も
特
例
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

■
国
年
納
付
組
合
助
成
金
を
廃
止

　

納
付
組
合
の
皆
様
に
は
、
組
合
の

健
全
な
発
展
と
保
険
料
の
容
易
か
つ

確
実
な
納
付
を
目
的
と
し
て
、
今
日

ま
で
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

し
た
が
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
助
成

金
は
下
半
期
（
４
月
上
旬
）
交
付
を

最
後
に
廃
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

①
保
険
料
に
係
る
納
付
書
の
発
送
お

　

よ
び
収
納
を
国
の
直
轄
事
務
と
し

　

て
行
う
こ
と
。

②
国
で
は
納
付
組
合
の
継
続
が
で
き

　

な
い
こ
と
。

③
直
接
保
険
料
が
国
に
収
納
さ
れ
る

　

た
め
、
市
町
村
で
は
個
々
の
納
付

　

状
況
お
よ
び
納
付
管
理
が
で
き
な

　

く
な
る
こ
と
。

④
取
得
・
喪
失
な
ど
の
異
動
が
多
く
、

　

申
請
免
除
や
法
定
免
除
お
よ
び
学

　

生
特
例
、
さ
ら
に
は
半
額
免
除
制

　

度
も
新
設
さ
れ
、
個
人
情
報
（
プ

　

ラ
イ
バ
シ
ー
）
の
保
護
が
問
わ
れ

　

て
い
る
こ
と
。

◯問
 

市
民
課
国
民
年
金
係

　

�
２
２－

１
３
１
２

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
毎
月

確
実
に
納
め
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

　

納
め
忘
れ
し
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
、
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自

動
的
に
保
険
料
が
引
き
落
と
さ
れ

る
「
口
座
振
替
制
度
」
を
利
用
す

る
と
大
変
便
利
で
確
実
で
す
。

（
郵
便
局
も
利
用
で
き
ま
す
。）

　

希
望
さ
れ
る
場
合
は
直
接
金
融

機
関
、
国
民
年
金
係
の
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
毎
月
引
き
落
と
し

の
ほ
か
に
、
一
年
分
の
前
納
（
割

引
あ
り
）
も
ご
利
用
で
き
ま
す
。

保険料は
口座振替を�

国民
年金は私

たちの生活を支えます国民
年金は私

たちの生活を支えます

変
わ
る�

！�
毎
月�

ラ
ク
だ�

！�


